ITサービスフランチャイズ契約書
（システム導入支援型）

（完成版／条番号入り／甲乙表記＋署名欄あり）
本契約は、ITサービスを中核としたフランチャイズ事業の運営に関し、●●株式会社（以下「甲」という。）と●●（以下「乙」という。）の間で締結される。

第1条（目的）
本契約は、甲が提供するクラウドサービス、管理システム、運用ノウハウ等を乙が利用して加盟店として事業を行うにあたり、双方の権利義務及び事業運営ルールを定め、事業の安定的な発展を図ることを目的とする。

第2条（定義）
本契約において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
1　本サービス：甲が提供するシステム、アプリケーション、管理ツール、クラウド機能、付帯サービス等の総称
2　加盟店システム：乙が本サービスを利用するために整備する端末、通信回線、設備、アカウント等
3　ノウハウ：甲が保有する技術情報、運用知識、資料、マニュアル、教育ツール等
4　加盟料：乙が本契約締結時に支払う初期費用
5　ロイヤリティ：乙が本サービス利用の対価として支払う継続的な費用
6　導入支援：システム設定、環境構築、教育、移行支援、運用指導等、一切の初期支援サービス

第3条（加盟の許諾）
1　甲は乙に対し、本サービスを利用して加盟店事業を行う非独占的許諾を付与する。
2　乙は、甲が定める運営基準、ブランド基準、教育内容、マニュアルに従い、本サービスを適正に運用する。

第4条（加盟料）
1　乙は、本契約締結時に、甲が別途定める加盟料を支払う。
2　加盟料は、理由の如何を問わず返金されない。

第5条（ロイヤリティ）
1　乙は、売上歩合または定額のロイヤリティを、甲の定める方法で支払う。
2　甲はロイヤリティ算定のため、乙の売上データ・利用データを閲覧できる。
3　乙は本部のデータ照合に協力し、適切な売上報告を行わなければならない。

第6条（システム導入支援）
1　甲は、乙に対し以下の導入支援を行う。
　(1) アカウント発行
　(2) 初期設定・環境構築
　(3) 操作説明・従業員教育
　(4) 運用開始までのフォロー
2　導入支援の範囲、追加費用、手続等の詳細は、別紙導入支援仕様書に定める。

第7条（本サービスの運用・保守）
1　甲は、本サービスの安定稼働のため、保守、障害対応、アップデートを実施する。
2　乙は、甲が提供する最新バージョン・マニュアルに従い、適切に加盟店システムを運用する。
3　乙が独自の改変、外部連携、解析、リバースエンジニアリング等を行う場合は、甲の承諾を要する。

第8条（ノウハウの提供）
1　甲は、乙に対し、運営に必要なノウハウ、マニュアル、教育資料を提供する。
2　乙は、ノウハウを第三者に開示・漏洩してはならない。

第9条（ブランド・品質基準）
1　乙は、甲のブランド基準、接客基準、運営基準を遵守し、均質なサービス提供を行う。
2　甲が改善指導を行った場合、乙は速やかに対応するものとする。

第10条（禁止事項）
乙は以下の行為を行ってはならない。
1　本サービスの複製、改変、解析、第三者への譲渡、転貸
2　ブランド・商標・ノウハウの無断使用
3　外部サービスとの無許可の連携
4　顧客情報・データの不正利用
5　甲が不適切と判断する行為全般

第11条（売上報告義務）
1　乙は、売上、利用者数、サービス利用状況等を甲の定める方式で報告する。
2　甲は、報告内容が正確であることを確認するため必要な帳票等の閲覧を請求できる。

第12条（教育・研修）
1　甲は、加盟店運営に必要な教育・研修を提供する。
2　乙は、従業員が研修を受講し、正しく業務を遂行するよう管理する。

第13条（知的財産権）
1　本サービス、マニュアル、資料等に関する知的財産権は、すべて甲に帰属する。
2　乙は契約期間中、非独占的に使用できるにすぎず、権利は取得しない。

第14条（秘密保持）
1　甲及び乙は、本契約に関連して知り得た相手方の技術情報、顧客情報、事業情報その他の秘密情報を厳重に管理し、第三者に漏洩してはならない。
2　秘密情報の例外、範囲、取扱いについては、本契約で定義するほか、中小企業庁が参照する水準と同等の体系に準じる。
3　本条の義務は、契約終了後5年間存続する。

第15条（契約期間）
本契約の有効期間は、契約締結日から3年間とし、その後は第16条に従う。

第16条（契約の更新）
期間満了日の3か月前までに更新拒絶の意思表示がない場合、1年間自動更新される。

第17条（契約解除）
1　甲は、乙に以下の事由がある場合、催告なく解除できる。
　(1) 重大な義務違反
　(2) ロイヤリティの不払い
　(3) 反社会的勢力との関係
　(4) 破産等の申立て
2　乙は、甲の重大な違反が是正されない場合、30日前までに通知することで契約を解除できる。

第18条（契約終了後の措置）
1　乙は、契約終了後直ちに、アカウント利用、ブランド利用、資料利用等を停止する。
2　乙は、ノウハウ資料、顧客データ等を甲の指示に従い返還または廃棄する。

第19条（損害賠償）
甲乙は、本契約違反により相手方に損害を与えた場合、通常かつ直接の損害を賠償するものとし、弁護士費用も対象に含む。

第20条（反社会的勢力の排除）
甲乙は、自己及び関係者が反社会的勢力に該当しないことを保証する。

第21条（準拠法・管轄）
本契約は日本法に準拠し、甲の主たる事務所所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄とする。

第22条（協議）
本契約に定めのない事項、疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ誠実に解決を図る。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙各自署名または記名押印のうえ、各1通を保有する。

●●年●月●日

甲　●●株式会社
所在地：
代表者名：　　　　　　　　　印

乙　●●
所在地：
代表者名：　　　　　　　　　印

